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厚生労働行政推進調査事業費補助金（肝炎等克服政策研究事業） 

分担研究報告書 
 

肝炎医療コーディネーターの活動調査と有効活用に関する研究 
 

分担研究者：坂本 穣・山梨大学医学部附属病院肝疾患センター・准教授 
  

 

研究要旨： 肝炎対策、とくにウイルス肝炎検査受検、受診、受療の各段階の問題点を解決するため、肝炎

医療コーディネーターの役割の重要性が指摘されている。しかしこれまで、養成対象者や養成方法あるい

は、資格取得者の担うべき役割や機能は必ずしも明確ではなく、県によっても統一した基準がなかった。そ

こで、2017（平成 29）年、厚生労働省から「肝炎医療コーディネーターの養成及び活用について（通知）」が

発出されたが、その活動実態は必ずしも明らかではなかった。そこで本研究では現在までに養成されてきた

当県の「肝疾患コーディネーター」の活動の実態をアンケート調査するとともに、現在当県でも行っている取

り組みを検証し、全国展開もしくは、肝炎医療コーディネーターの活動指針に盛り込めるか否かを検討し

た。この結果、当県では、当初、市町村担当者を保健所職員を対象に養成を開始し、現在も肝疾患の担当

となった際に資格取得を推奨しているため、全体の半数が、保健所を含めた行政担当者であった。しかし、

アンケート調査では、「実際に活動している」と回答した者は 11％に過ぎなかった。ただし、多くは資格取得

時も現在も関連部署に所属し、資格が役立っていると回答していることから、特段「コーディネーター」として

活動しているといった自覚はないものの、何らかのかたちで活動していることが示唆された。また実際に、相

談会をはじめとした各種の事業で肝疾患コーディネーターが活躍しており、役割や機能を明確にすること

で、肝疾患コーディネーターとしての資格や知識・技能を十分発揮できる可能性が示された。このために

は、全国で展開可能な資材やテキストを作成するとともに、好事例を蓄積し、ノウハウと共有することが必要

と思われた。 

 

 

  

 研究協力者 

     山梨大学医学部附属病院肝疾患センター 

               看護師（相談員）有園晶子 

看護師（相談員）石黒博子 

 

A. 研究目的 

 肝炎対策、とくにウイルス性肝炎対策において、肝

炎ウイルス検査受検、受診、受療の各段階において

それぞれの問題点が指摘されている。この問題点を

解決するため、肝炎医療コーディネーターの役割の

重要性が指摘されている。当院では平成 21（2009）

年度から、山梨県と協働して、「肝疾患コーディネー

ター」を養成してきた。一方、改正された基本指針に

おいても肝炎の予防及び医療に携わる人材として肝

炎医療コーディネーターの活躍が期待され全国で

養成されている。しかしその役割は明確ではなく、活

動の実態も明らかではない。そこで、本研究では、

現在までに養成されてきた当県の「肝疾患コーディ

ネーター」の活動の実態を調査するとともに、現在当

県でも行っている取り組みを検証し、全国展開もしく

は、肝炎医療コーディネーターの活動指針を検討し

た。 

 

B. 研究方法 

1）山梨県における「肝疾患コーディネーター」の活
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動状況に関するアンケート調査 

2009（平成 21）年から 2017（平成 29）年までに山

梨県肝疾患コーディネーター資格を取得した 351 名

にアンケートを郵送し、無記名で返信、回答を得て

集計した。 

2）実際の活動状況の実態と検証 

 当県では、肝疾患コーディネーターを、相談会で

の相談者としての起用のほか、各種事業での積極

的参加と起用・活用を行っている。また本年から

は「仕事と療養の両立支援」への取り組みへの開

始している。そこで現在の活動状況のと実態を検

証した。また、資格取得者を対象とした、スキルアッ

プ講座についても検討した。 

 

（倫理面への配慮） 

 調査にあたっては、個人情報に十分配慮した。ア

ンケート調査に関しては山梨大学医学部倫理委員

会の承認を得た（承認番号 1718）。 

  

C. 研究結果  

1）山梨県における「肝疾患コーディネーター」の活

動状況 

 アンケートは、肝疾患コーディネーター養成講習

会受講申し込み時の住所、ネットワーク集会参加者

は登録住所に郵送し、無記名で返信、集計した。回

収率は 58.4％（205/351）であった。 

 回答者の属性は、保健師は 37％、看護師が 22％

と大多数を占めたが、他の臨床検査技師、薬剤師、

栄養士など医療職のほか、社会保険労務士や

MSW なども含まれていた。また、所属先は、市町村

など行政機関が 38％、保健所が 12％と合わせて

50％が行政担当者であり、拠点病院が 23％、拠点

病院以外の医療機関・診療所が 19％であった。また、

検診機関や薬局などに所属しているものも含まれて

いた。 

 

しかし、所属は転勤などに伴い異動があるため、資

格取得時と現在の職場について回答を求めたところ、

取得時は肝疾患に関わる職場であり、現在も関連し

ているものは 53％にとどまり、新たに肝疾患に関連

した部署に異動になったものを含めても 55％が、現

在関連部署に所属していた。また、取得の動機は、

「仕事や業務に生かすため」や「上司や職場の指示

など勧められた」のもが 79％を占めていた。 

 

しかし、実際にコーディネーターとして活動している

者は 11％で、「活動はしていないが資格が役立って

いる」と回答した者は 34％に上り、「活動していない」

と回答した者は 55％に上った。ただし、多くは資格

取得時も現在も関連部署に所属し、資格が役立って

いると回答していることから、特段「コーディネータ

ー」として活動しているといった自覚はないものの、
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何らかのかたちで活動していることが示唆された。ま

た、活動内容は多岐にわたり、肝炎患者の「受検」

「受診」「受療」のほか、患者・家族の精神的支援や、

社会資源の活用など広く活動している実態が明らか

になった。また、活動するために必要なこと、必要な

資材などについても、様々な意見が収集された。 

 

 

 

 

2）肝疾患コーディネーターの活動 

①相談会での相談者としての起用と活動 

 当院では、院内で、「肝ぞう・がん相談会」を開催し

ており、各回とも院内の肝疾患コーディネーター資

格を有する、看護師・薬剤師・臨床検査技師・栄養

士・MSW などを相談者に起用している。このほか、

院外から各回、弁護士・社会保険労務士・ハローワ

ーク相談員を招聘して相談にあたっている。各回の

実績は以下のとおりである。 

 

第 1 回：平成 29 年 10 月 18 日（水）、相談者：1 名 

社会保険労務士、弁護士、臨床検査技師 

第 2 回：平成 29 年 11 月 15 日（水）、相談者：5 名 

社会保険労務士、弁護士、栄養士 

第 3 回：平成 29 年 12 月 13 日（水）、相談者：2 名 

社会保険労務士、弁護士、MSW 

第 4 回：平成 30 年 1 月 17 日（水）、相談者：6 名 

社会保険労務士、弁護士、薬剤師 

第 5 回：平成 30 年 2 月 15 日（木）、相談者：4 名 

社会保険労務士、弁護士、看護師 

 

また、院外では「肝ぞうなんでも相談会」として、医師

をはじめとした肝疾患コーディネーター資格を有す

る多職種による相談会を開催しているほか、市民公

開講座に併設して相談会を開催した。本年度の実

績は以下の通りである。 

第 1 回：平成 30 年 2 月 3 日（土）14：00〜16：00、 

会場：韮崎市市民交流センターNICORI 

対応者：医師 1 名、保健師、社会保険労務士、臨床

検査技師、弁護士 

相談者：5 名 

第 2 回：平成 30 年 3 月 4 日（日）13:30〜14：30、 

会場：アピオ甲府 

対応者：医師（肝臓専門医 3 名）、保健師、臨床検査

技師、MSW 各1 名、社会保険労務士、弁護士  相

談者：36 名  

市民公開講座開催時（平成28 年9 月2 日）の、かん

ぞうなんでも（ミニ）相談会 

対応者：医師 2 名 

相談者：10 名
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平成 30（2018）年 3 月 7 日山梨日日新聞 

 

②肝臓病教室講師としての活動 

 平成 30（2018）年 3 月 8 日に当院消化器内科病棟

で行った肝臓病教室の講師として、資格取得した病

棟看護師を講師として起用した。 

 

③仕事と療養の両立支援への取り組み 

 本年度は、山梨県・山梨労働局・山梨産業保健総

合支援センターとの共催で「職域における健康対策

セミナー」を開催し、東海大学の立道昌幸教授の基

調講演ののち、肝疾患コーディネーターによるパネ

ルディスカッションンを開催した。 

 

 

④肝疾患コーディネータースキルアップ講座とネット

ワーク集会 

 これまで同様、肝疾患コーディネーター養成事業

を開講し、全 8 回の講義ののち、試験を行い合格者

34 名に認定書を交付した。これにより、総認定者 

351 名（平成 21 年度からの合計）となった。また、平

成 30（2018）年 2 月 17 日（土）に山梨県甲府市で開

催した肝疾患コーディネータースキルアップ講座お

よびネットワーク集会、平成 30（2018）年 3 月 18 日

（日）静岡市で開催した山梨県・静岡県合同肝炎コ

ーディネーター技能向上セミナーのを開催した。 

（1）肝疾患コーディネータースキルアップ講座およ

びネットワーク集会 

平成 30（2018）年 2 月 17 日（土） 

会場：アピオ甲府（山梨県昭和町） 

基調講演「肝炎の最近の話題」（坂本穣） 

講演 2：山梨県の肝炎対策（浅山光一：山梨県健康

増進課） 

講演 3：ファイブロスキャンとは（辰巳明久：市立甲府

病院） 

グループワーク（ディスカッション） 

グループ 1：肝炎対策において肝疾患コーディネー

ターが果たすべき役割とは 

グループ 2：肝疾患コーディネーターのプレゼンスを

高めるには 

グループ 3：肝疾患コーディネーターに必要なものと



 
 

50 

は（スキル、資材、資格、・・・） 

出席者：43 名 

本研修会では、肝疾患に関する新たな知識の習得

とともに、肝硬度測定機器FibroScan の実体験や、グ

ループディスカッションを通じて、肝疾患コーディネ

ーターの在り方や求められる姿などの意見を出し合

い、共通認識を高めるとともに、現在の制度の問題

点を指摘することに成功した。 

 
 

 

 

（2）山梨県・静岡県合同肝炎コーディネーター技能

向上セミナー（アッヴィ合同会社主催） 

平成 30（2018）年 3 月 18 日（日） 

会場：ホテルアソシア静岡（静岡市） 

特別講演 「肝炎の受検・受診・受療における多職種

連携の重要性」池田房雄先生（岡山大学消化器内

科） 

「肝炎コーディネーターの活動について」              

難波志穂子先生（岡山大学 新医療開発センター） 

グループディスカッション、ワークショップ  

出席者：17 名  

この講習会は、当県では、初めて他県同士のコーデ

ィネーターと意見交換することを目的開催したもので、

自身の居住する地域の問題点を把握するとともに他

県の活動を知ることで、新たな活動の参考とすること

に成功した。 

 

D. 考察 

 肝炎医療コーディネーターの役割の重要性がこれ

まで指摘されてきたが、その実態は必ずしも明らか

ではなかった。これは、養成対象者や養成方法、あ

るいは肝疾患コーディネーターの役割について必

ずしも一定の見解が得られていなかったことによる。

このため各県で、独自にカリキュラムを策定し、独自

の方法で養成・認定してきた歴史がある。当県では、

全国に先駆けいち早く「肝疾患コーディネーター」養

成に取り組んできたが、これとて本県独自のもので、

全国展開可能なものであったとは言えない。そこで

本研究では、これまで養成してきた本県の肝疾患コ

ーディネーターの実態についてアンケート調査によ

り活動調査を行うとともに実際の活動を検証した。そ

の結果、当県では、当初市町村担当者や保健所職

員を対象に養成を開始し、現在も肝疾患の担当とな

った際に、取得取得を推奨しているため、全体の半

数が、保健所を含めた行政担当者であった。しかし

実際に、活動していると回答した者は 11％に過ぎな

かった。しかし、多くは資格取得時も現在も関連部署

に所属し、資格が役立っていると回答していることか

ら、特段「コーディネーター」として活動しているとい

った自覚はないものの、何らかのかたちで活動して
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いることが示唆される。これは、行政の窓口や保健

所での相談や案内にも反映していると思われ、今後

役割や機能を明確にすることで、肝疾患コーディネ

ーターとしての資格や知識・技能を十分発揮できる

可能性が示された。 

 一方、肝疾患コーディネーターとして活躍されてい

る方々は、相談会の対応者や一般・医療従事者に

対象の種々の事業に積極的に参加しており、 

今後重要になる、仕事と治療の両立支援や、肝硬

変・肝癌への重症化予防事業への積極的な参加へ

の可能性も高いと考えられた。しかし、現在まで、肝

疾患コーディネーターの役割や機能が必ずしも明確

ではないことから、本研究班で機能を明確にし、全

国で展開可能な資材やテキストを作成するとともに、

好事例を蓄積し、ノウハウと共有することが必要と思

われた。 

 

E. 結論 

 肝炎医療コーディネーター（肝疾患コーディネータ

ー）の活動実態を明らかにすることができた。本県で

は行政担当者を養成してきた歴史から、現在のコー

ディネーターの約半数が保健所を含む行政担当者

であり、多くの者が資格や知識を役立てて活動して

いるものと思われた。また、実際に相談会などでも活

動しており、今後役割や機能を明確にすることで資

格や知識・技能を十分発揮できる可能性が示され

た。 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 
1. 論文発表 

（1） 坂本穣、有薗晶子、榎本信幸、各都道府県に

おける肝疾患対策の取り組みの現状 山 

（2） 梨県、肝臓クリニカルアップデート 3（2）、

235-240、2017 

（3） 坂本穣、榎本信幸、ファイブロスキャンの臨床

的意義と実地での活用法、消化器・肝臓内科、

2（4）、430-433、2017 

（4） 坂本穣、榎本信幸、C 型肝炎治療の現状と今後

の展開、残された課題、日本内科学会雑誌 107

（1）、38-43、2018 

（5） 坂本穣、世界から C 型肝炎を根絶させるための

Global な取り組み－わが国から世界へ―、肝胆

膵 76（2）、301-306、2018 

2. 学会発表 

（1） 坂本穣、佐藤光明、榎本信幸、C 型肝炎根絶の

ための課題と検証、第 53 回日本肝臓学会総会

（シンポジウム）、2017/6/9、広島 

（2） 坂本穣、佐藤光明、榎本信幸、肝癌抑止を目指

したC型肝炎治療の現状と課題、第103回日本

消化器病学会総会（シンポジウム）、2017/4/20、

東京 

 

H. 知的所得権の出願・登録状況 
 なし 
 
1. 特許取得 
 なし 

 

2. 実用新案登録 

 なし 

 

3. その他 

なし 
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作成上の留意事項                                                                                 
  １．「Ａ．研究目的」について                                                                 
   ・厚生労働行政の課題との関連性を含めて記入すること。                                       
  ２．「Ｂ．研究方法」について                                                                 
   (1) 実施経過が分かるように具体的に記入すること。                                           
   (2) 「（倫理面への配慮）」には、研究対象者に対する人権擁護上の配慮、研究方法による研究対   
       象者に対する不利益、危険性の排除や説明と同意（インフォームド・コンセント）に関わる状況、 
       実験に動物対する動物愛護上の配慮など、当該研究を行った際に実施した倫理面への配慮の内容   
       及び方法について、具体的に記入すること。倫理面の問題がないと判断した場合には、その旨を   
       記入するとともに必ず理由を明記すること。                                                 
          なお、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成２５年文部科学省・厚生労働省・ 

経済産業省告示第１号）、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成２６年文部科学省・厚
生労働省告示第３号）、遺伝子治療等臨床研究に関する指針（平成２７年厚生労働省告示第３４４号）､
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針（平成１８年６月１日付
厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知）及び申請者が所属する研究機関で定めた倫理規定等を遵守す
るとともに、あらかじめ当該研究機関の長等の承認、届出、確認等が必要な研究については、研究開
始前に所定の手続を行うこと。 

  ３．「Ｃ．研究結果」について                                                                 
   ・当該年度の研究成果が明らかになるように具体的に記入すること。                             
  ４．「Ｆ．健康危険情報」について 
      ・研究分担者や研究協力者の把握した情報・意見等についても研究代表者がとりまとめて総括研究 
      報告書に記入すること。 
    ５．その他                                                                                   
     (1) 日本工業規格Ａ列４番の用紙を用いること。                                               
    (2) 文字の大きさは、１０～１２ポイント程度とする。                                         
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